
【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件
二
件

二
九

公

告

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
九

告

示

福
島
県
告
示
第
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
白
河
市

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
平
成

二
十
七
年
一
月
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿
賀
川

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
平

成
二
十
七
年
一
月
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公

告

公
告
第
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
六
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
中
線
し
だ
れ
桜
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

三

代
表
者
の
氏
名

唐
橋

脩

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
喜
多
方
市
字
中
町
二
千
八
百
七
十
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
先
人
が
遺
し
た
歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
を
継
承
す
る
と
と
も
に
喜
多
方
市
民
が
後

世
に
誇
れ
る
観
光
資
産
を
創
造
す
る
た
め
に
、
現
存
す
る
「
日
中
線
し
だ
れ
桜
散
歩
道
」
を
日
中
線

跡
地
に
沿
っ
て
桜
を
植
え
、
旧
日
中
線
熱
塩
駅
ま
で
延
長
し
て
日
本
一
の
桜
ロ
ー
ド
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
)

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成27年１月20日 火曜日 福 島 県 報 第2660号29


